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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 画 面 表 示 可 能 な 表 示 手 段 を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 遊 技 者 に よ っ て 撮 影 さ れ る 撮 影 対 象 画 像 を 前 記 表 示 手 段 に て 表 示 さ せ る 撮 影 対 象 画 像 表
示 制 御 手 段 と 、
　 日 時 を 計 数 す る 時 計 手 段 と 、
　 そ の 時 計 手 段 よ り 取 得 し た 前 記 撮 影 対 象 画 像 の 表 示 に 関 連 す る 日 付 及 び ／ 又 は 時 刻 を 表
す 日 時 情 報 を 少 な く と も 含 む 識 別 情 報 を 前 記 表 示 手 段 に て 前 記 撮 影 対 象 画 像 と 共 に 表 示 さ
せ る 識 別 情 報 表 示 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】

前 記 日 時 情 報 は 、 前 記 時 計 手 段 よ り 取 得 し た 前 記 撮 影 対 象 画 像 の 表 示 に 関 連 す る 日 付 情
報 及 び 時 分 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 識 別 情 報 は 、 所 定 条 件 で カ ウ ン ト ア ッ プ さ れ る カ ウ ン タ 値 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 識 別 情 報 は 、 遊 技 機 を 識 別 す る た め の 遊 技 機 識 別 情 報 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 者 を 識 別 す る た め の 遊 技 者 識 別 情 報 を 入 力 さ せ る 遊 技 者 識 別 情 報 入 力 手 段 を 備 え 、
　 前 記 識 別 情 報 は 、 前 記 遊 技 者 識 別 情 報 入 力 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 遊 技 者 識 別 情 報 を さ
ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 時 計 手 段 は 、 標 準 時 に 基 づ く 標 準 電 波 を 受 信 可 能 な 電 波 時 計 で あ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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前 記 識 別 情 報 表 示 制 御 手 段 は 、 前 記 撮 影 対 象 画 像 が 表 示 さ れ た 日 付 及 び ／ 又 は 時 刻 を 表
す 日 時 情 報 を 少 な く と も 含 む 識 別 情 報 を 前 記 表 示 手 段 に て 表 示 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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